
1（　）─　　─

シャーンタラクシタによる 〈付託の排除〉の議論（石田）

シャーンタラクシタによる 
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０．はじめに

　仏教認識論・論理学（以下「仏教論理学」）の大成者ダルマキール

ティ（Dharmakīrti法称、６世紀頃）の最初期の著作とされる『知識

論評釈』（プラマーナ・ヴァールッティカ Pramāṇavārttika, 以下 PV）

第１章「推論章」（svārthanumana）は、ダルマキールティによる自注

（Pramāṇavārttikasvavṛtti, 以下 PVSV）と共に、当初独立作品として企

図されたとも考えられ、論理学や言語哲学、聖典などに関わる自由か

つ長大な論考を含んでいる1。

　同著において、ダルマキールティが、仏教論理学の創始者ディグ

ナーガ（Dignāga陳那，５世紀頃）によって創唱されたアポーハ論（＝

〈他の排除〉論 anyāpoha-theory）を継承し、その説を発展させたこと

はよく知られている。その議論の中で、人が〈推理〉（anumāna）──

より正確には推理で中心的な役割を果たす〈論証因〉（hetu）──や

「言葉」（śabda）を用いる積極的な理由について、「付託（誤った認識

／想定）の排除」（samāropavyavaccheda, -apoha or -viveka）を挙げて

いることは、アポーハ論の発展的解釈の一つとして指摘できるととも

に、日常的に推理や言語を使用する目的を考える上でも興味深い指摘

である。

　卑近な例では、道に落ちた縄を「蛇」と勘違いした者のために、私
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たちは、「（それは）縄（であって、蛇ではない）」といった言葉を掛

ける。同様に、人が、貝殻を銀と誤って認識しているような場合も考

えられる。このような誤った認識は、それを訂正する他者の言葉、ま

たは推論によって訂正される。さらに、人が認識した対象を、仏教

思想に即して、「無常（anitya）である」とか「瞬間的存在（kṣaṇika）

である」などと正しく理解できず、「恒常不変なものだ」（sthira）と

思い込んでいるような場合も想定され、このような思い込みは、推理

によって論証され、正しい理解に導かれることとなる2。

　このような説明は、仏陀の、弟子や一般人（凡夫）の誤った理解を

正す説法についても適用できる議論であり、一定程度の説得力を持つ

ものであろう。ただし、ダルマキールティは、このような言葉や推理

の働きである〈付託〉の排除（samāropavyavaccheda）を、誤った認

識（想定）の排除の場合だけに認めているだけでなく、概念的な認識

（分別知）一般に共通するものとして考えている。このことは、本稿

で改めて触れることとしたい。

　さらに、この〈付託の排除〉の理論は、先行研究により、ダルマ

キールティおよびその注釈家の議論は知られるものの、それに連なる

思想家が、ダルマキールティの真意を十分に汲み取り、受け継ぐこと

ができたかは、これまで指摘されてこなかった。本稿では、８世紀の

ナーランダー僧院で活躍し、チベットにも招聘されたシャーンタラク

シタ（Śāntarakṣita寂護，725‒788頃）が、仏教認識論・論理学分野の

著作『真理綱要』（Tattvasaṅgraha, 以下 TS）において、〈付託の排除〉

の理論に触れていることを紹介する。さらに、シャーンタラクシタ

が、いかにダルマキールティの議論を解釈し、受け継いでいるのか、

その点もあわせて考察することとしたい。

１．ダルマキールティによる〈付託の排除〉

1.1. 一般的な錯誤知における〈付託の排除〉

　最初に、ダルマキールティの基本的な説明を確認しておきたい。
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　インド思想の一つの特徴として、存在を、〈基体〉（dharmin）とそ

れが保有する複数の〈属性〉（dharma）の関係として捉える点が挙げ

られる。ディグナーガを創始者とした仏教論理学もこの理解を引き継

いでいるが、そのような〈基体〉と〈属性〉の関係は、あくまで認識

の上で成り立つものとされている。ダルマキールティは、ディグナー

ガの叙述を引用しつつ、以下のように説明している。

　　同様に、「このような、まさにすべての推理手段（論理的理由、

＝証因）や推論対象という取り扱いは、認識に現れた基体・属性

のあり方による」と、（師ディグナーガも）述べている。属性・

基体としての区別は、対象（に基づくもの）ではないけれども、

知の形象（buddhyākāra）において作られたものである。

　　tathā cāha – sarva evāyam anumānānumeyavyavahāro buddhyarūḍhena 

dharmadharminyāyeneti (PVSVMS : ºbhedenaº PVSV). bhedo dharma-

dharmi tayā buddhyākārakṛtaḥ, nārtho ’pi. (PVSV2,22‒3,2)

この説明から理解できるように、ものを〈基体〉と〈属性〉の関係と

して捉えることは、認識の上だけに限られる。仏教論理学派では、実

在するものとして、個別相（svalakṣaṇa）しか認められない。個別相

は個物（bheda）や実在（vastu）とも表現される。ダルマキールティ

は、『知識論評釈』においてアポーハ論を論じるに先立って、個別相

は、「同類のものからも異類のものからも区別されたものである」と

説明している（PV 1.40‒42）3。そして、知覚だけが、そのような個別

相を把握することができるとされた（PV 1.43）4。しかしながら、そ

のような知覚された個別相（個物）に対し、人は、何らかの迷乱の原

因（bhrāntinimitta）によって、誤った属性を付託、すなわち結びつけ

てしまう。その例が、縄を知覚した場合に「蛇だ」と認識してしまう

ような場合であった。そのような場合にこそ、推理が適用されること

になる。このような議論を、ダルマキールティは以下のようにまとめ

ている。

　　したがって、知覚された〈もの〉のすべての属性は、まさに見ら
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れたものである。［しかし、］迷乱によって確定されないから、論

証するもの（sādhana,＝証因 liṅga）が働く［＝適用される］。

　　tasmād dṛṣṭasya bhāvasya dṛṣṭa evākhilo guṇaḥ /

　　bhrānter niścīyate neti sādhanaṃ sampravartate //PV 1.45//

以上の言明に続き、ダルマキールティは、帰謬論法（prasaṅga）を

用いて、「もし、推理が、実在である個物を把握するならば、推理に

よって属性が、いずれかひとつでも把握された場合、すべての属性

が理解されることになってしまうだろう」と述べている（PV 1.46）5。

推理は、実在に直接働き掛けるものではないという理解が、この背景

に存在しているのであった。

　ただし、このような〈付託の排除〉の議論は、人が貝殻を銀と誤っ

て認識するような、典型的な誤った認識の場合を想定したものであっ

た。ダルマキールティの議論の特徴は、このような〈付託の排除〉の

機能を、言語表現と不可離の関係にある概念知（分別知）一般に認め

ようとすることにある。そのことを次に確認したい。

1.2. 概念知一般における〈付託の排除〉

　それでは、ダルマキールティが〈付託の排除〉の機能をすべての

概念知（正確には確定知）に認めていることを見るために、ダルマ

キールティが、知覚に直続する知について、〈付託の排除〉を論じて

いる箇所を取り上げたい。知覚に直続する知とは、壺を知覚した後に

「壺である」と言葉を適用し、概念的に理解する場合の認識のことで、

「知覚判断」とも研究者によって呼ばれている。これ自体は迷乱の原

因が入り込む余地はなく、錯誤していないとされる。

　ただし、仏教論理学派によれば、そのような判断は、「想起にもと

づく知」（smārta- niścaya, PVSV 28, 16‒17）と呼ばれ、正しい認識手

段としての知覚や推理に含まれない。その背景には、その知が知覚さ

れたものに対して新規情報をもたらさないという理解がある。ただ

し、このような認識もまた、人が対象を認識し、その対象に働き掛け

ようとする場合には、不可欠なものである6。
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　そして、ダルマキールティは、そのような知覚に後続する知にも、

〈付託の排除〉の機能があること認めている。以下の議論を見てみよう。

　　「もし、［色かたちなどの］あるものが知覚された場合にも、普遍

を対象とする概念知［が生じる。それは、］付託されない他の部

分がある場合に、それのみ（＝付託されない他の部分）を排除の

対象とする。」

　　kvacid dṛṣṭe ’pi yaj jñānaṃ sāmānyārthaṃ vikalpakam /  

　　asamāropitānyāṃśe tanmātrāpohagocaram //PV 1.48//

この議論については、伝統に属する注釈者達においても研究者の間で

もさまざまに解釈が分かれるが7、ダルマキールティの孫弟子とされ

るシャーキャブッディは、上記引用詩節の後半部分を8、以下のよう

に解説している9。

　　ある形象に対して、他の部分──すなわち対立項の形象──が付

託されない。それがそのように［、「他のものが付託されないも

の」と述べられる］。それが生じている場合に、それ（概念知）

は、それのみを排除の対象とする。

　　aasamāropito ’nyāṃśaḥ pratiyogyākāro yasmin ākāre1, sa tathā, tatra 

pravartamānam, tad api tanmātrāpohagocaram.a (PVṬ ad PV 1.48cd)
 a Ce'e PVSVṬ 128,46   1 ākāre em. (rnam pa PVṬ) : viṣaye PVSVṬ

シャーキャブッディは、複合語 “asamāropitānyāṃsa” を所有複合

語（Bahubrīhi）と解している。そして、そのような、「付託されな

かった他の部分を持つもの」は、知の形象（ākāra）とされる、ただ

し、「それのみを排除の対象とする」（tanmātrāpohagocaram）の表現

については、シャーキャブッディの注釈のみから解釈を完全に確定

することは難しい。以下に、後代の注釈者であるカルナカゴーミン

（Karṇakagomin）の説明も参照しておきたい。

　　あるいはむしろ、付託されておらず、かつ他の部分であるもの、

そのような［付託されてない他の部分］がある場合に、概念知が

生じているならば、［その概念知は、］それのみを排除の対象とす
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る。付託されておらず、かつ他の部分であるもの、それのみを排

除の対象とすることになる。

　　yad vāsamāropitaś cāsāv anyāṃśaś ca, tasmin sati vikalpakaṃ 

jñānaṃ pra vartta mānaṃ tanmātrāpohagocaram. yo ’sāv asamāropito 

’nyāṃśaḥ, tan mātra vyavacchedaviṣayaṃ bhavati. (PVSVṬ 128, 10‒11)

この説明では、付託されてない他の部分こそが、概念知にとっての排

除対象となることがはっきりと読み取ることができる。ここでは、概

念知によって壺などのある対象が確定される場合に、生じる原因がな

いことで入り込む余地のなかった〈付託〉が、（既に）排除されたも

のと見做されるという見解が理解できるが、それはダルマキールティ

の意図であったと考えて差し支えないと思われる。

　ダルマキールティは、知覚に直続し、対象を判断する概念知にも、

〈付託の排除〉の機能を認めようとしていた。このことは、すべての

概念知に対して、〈付託の排除〉の働きを認めることで、「語は他の排

除をなす」（apohakṛc chrutiḥ）と述べた、ディグナーガの主張を擁護

しようとしたことが考えられる。また、この場合、〈付託の排除〉の

機能はすべての語や概念知に必ず認められるものとして、アポーハ論

がより完全な形で説明されたと評価することもできよう。

２．シャーンタラクシタによる議論

2.1. シャーンタラクシタの紹介するクマーリラの知覚論

　シャーンタラクシタは、仏教論理学分野の著作である『真理綱要』

第17章において、知覚について論じている。そこでは、仏教論理学

派の立場から知覚を論じた後（TS1212‒1263）、ジャイナ教空衣派ス

マティなど、他学派の論師による主張を引用し、否定している10。

　本稿で取り上げる〈付託の排除〉の議論が登場するのは、ミーマン

サー学派のクマーリラ（Kumārila, 600‒650頃）との対論部分である。

シャーンタラクシタは、最初にクマーリラの詩節を引用し、その議論

を紹介する。クマーリラは、仏教論理学派の理解と異なり、外界対象
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が基体と属性の関係を有して存在することを認めており、その知覚論

も、その理解にもとづいたものとなっている11。

　　［対論者クマーリラが以下のように］述べるならば（cet）──と

いうのも、最初に、幼児や言語障害者（唖者）の知に似た、概念

化されない（＝無分別の）、純粋な実在から生じた直観知がある。

　　asti hy ālocanājñānam ādyaṃ cen nirvikalpakam/

　　bālamūkādivijñānasadṛśaṃ śuddhavastujam//TS1285, cf. ŚV, praty akṣa 

112//

　　その時点では、普遍や特殊は知覚されない。しかし、それら両者

の基体である個物のみが決定される。

　　na viśeṣo na sāmānyaṃ tadānīm anubhūyate/

　　tayor ādhārabhūtā tu vyaktir evāvasīyate//TS1286, cf. ŚV, pratyakṣa 

113//

　　その後、さらに、実在は、普遍（jāti）などの属性を伴うものと

して知によって決定されるが、その［知］もまた直接知覚として

認められる。

　　tataḥ paraṃ punar vastu dharmair jātyādibhir yayā/

　　buddhyāvasīyate sāpi pratyakṣatvena sammatā//TS1287, cf. ŚV, praty-

ak ṣa 120//

ここで問題とされるのは、普遍や特殊が把握される前に実在を捉える

直観知（ālocanājñāna）だけでなく、その後に実在が普遍や特殊など

の属性を伴うものとして把握される場合にも、それを捉える認識が知

覚とされる点である。

　仏教論理学派の立場に立つシャーンタラクシタに取っては、知覚は

概念化されない個別相を捉えるのみである。ここで、クマーリラ自身

の反論ではなく、シャーンタラクシタは自身が想定したであろう反論

が提示される。この想定反論において議論されるのが、〈付託の排除〉

である。

　ここでは、上に引用したクマーリラの主張を踏まえた上で、正しい
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認識手段（pramāṇa）として認められるのはどの認識かが議論される。

クマーリラによれば、直観知の段階では、実在はまだどの普遍・属性

を持つものとしても捉えられていないので、確定されているとは言い

難い。それを受けて、普遍・特殊を通して実在を確定する後続知こそ

が、正しい認識手段であると述べられる。その議論を見てみたい。

　　［また、対論者クマーリラが以下のように］述べるならば（cet）

──［実在が、］複数の普遍に対して不確定な状態の［直観知

（ālocanājñāna）］によって認識されている場合、実在は［いまだ］

決して確定されておらず、それぞれ後続する確定知（niścaya）

が［正しい認識手段で］ある。

　　sammugdhānekasāmānyarūpeṇādhigame sati/

　　naiva cen niścitaṃ vastu niścayas tūttarottaraḥ//TS1298//

　　というのも、ちょうど、推理が〈付託の排除〉を対象とするよう

に、同様に、確定知は〈付託の排除〉を対象とする。

　　samāropavyavacchedaviṣayā hia yathānumā/

　　samāropavyavacchedāviṣayo niścayas tathā//TS1299//

 a ºviṣayā hi TSJ TSp : ºviṣayād dhi TS

ここで興味深いのは、推理の機能として〈付託の排除〉が認められた

上で、〈付託の排除〉の働きを持つ確定知が、「知覚」という認識手段

とされる点である。その際、正しい認識手段であるか否かを定義する

基準が、〈付託の排除〉とされている。シャーンタラクシタの議論は

上に引用した部分に留まるが、シャーンタラクシタの直弟子であるカ

マラシーラ（Kamalaśīla, 740‒800頃）が、敷衍してより詳細に説明し

ているので、その注釈を見てみたい。

　　というのも、［実在は、］最初に、不確定な状態の直観知によって理

解される。というのも、確定された状態の［知］によって［最初か

ら理解されるの］ではないからである。しかし、それぞれ後続す

る確定知が、正しい認識手段となる。［その確定知は、］〈付託の排

除〉を対象とするからである。推理のように。ちょうど、［推理に
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おいて、］知覚によって捉えられた音声などの基体に対し、「作ら

れたものであること」（所作性）などの確定知がもたらされる場

合に、［その推理が］正しい認識手段となるのと同様に、〈付託の

排除〉を対象とする確定知は、［正しい認識手段と］なるだろう。

　　tathā hi – prathamaṃ sammugdharūpeṇālocanājñānenādhigata m, na 

hi niścitarūpeṇa, uttarottaras tu niścayaḥ pramāṇam, samā ro pa vyava-

cchedaviṣayatvāt, anumānavat. yathā pratyakṣeṇa gṛhīte śabdādau 

dharmiṇi kṛtakatvādinānityatvaniścayo bhavan pramāṇaṃ bhavati, 

tathā samāropavyavacchedaviṣayo niścayo bhaviṣyati. (TSP475, 15‒18 

ad TS1298‒1299)

このように、認識された実在に対して最終的に確定知をもたらす認識

が、正しい認識手段として論じられていることがわかる。クマーリラ

の学説では、実在を普遍・特殊を持った状態で確定するのは、後続す

る認識であった。次に、シャーンタラクシタがどのように返答してい

るのか見てみたい。

2.2. シャーンタラクシタの反論

　シャーンタラクシタの想定するクマーリラの反論では、〈付託の排

除〉を基準として、正しい認識手段か否かを決定しようとしていた。

その点では、後続する認識こそ、正しい認識手段と認められることと

なる。これに答えるシャーンタラクシタの反論は、単に付託を排除し

ていること（＝付託が欠如していること）が、ある認識が正しい認識

手段となる基準ではないということを指摘するものとなっている。

　　推理は、〈付託の排除〉（samāropaviccheda）を対象とすることに

よって正しい認識手段となるのではない。想起（smṛti）もまた、

正しい認識手段であることが帰結するから。12

　　na samāropavicchedaviṣayatvena mānatā/

　　anumāyāḥ pramāṇatvaprasaṅgena smṛter api//TS1300//

シャーンタラクシタによれば、ある認識は、その認識の対象が単に付

託（samāropa）を排除している（＝欠いている）というだけでは、正
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しい認識手段（pramāṇa）とはならないとされる。想起（smṛti）とい

う認識の対象も、付託を持たないことは十分にあり得るが、仏教論理

学派にとって、新規情報をもたらさない想起は、正しい認識手段と認

められることはなかった。ここで、想起にも〈付託の排除〉を認めて

いることは興味深いが、シャーンタラクシタはそれ以上の詳しい説明

を与えていない。

　続けて、以下のように論じられる。

　　直接知覚の直後に生じた付託を排除することによって、証因に基

づく知（＝推理知）は正しい認識手段であると認められる。君に

とって、それ（付託の排除を対象とすること）はない［であろう］。

　　pratyakṣānantarodbhūtasamāropanivāraṇāta/

　　iṣṭaṃ tu laiṅgikaṃ jñānaṃ pramāṇaṃ na tad asti te//TS1301//|

　　a º{ṇa}nivāraṇāt TSJ : ºnavāraṇāt TSP

　　というのも、直接知覚の直後に、「白い牛が歩いている」13などと

いったこの認識には、付託は認められない。［もしあれば、］それ

は否定されるだろうが。

　　gauḥ śuklaś calatītyādaua pratyakṣānantaraṃ na hi/

　　samāropo ’tra vijñāne vedyate yan niṣidhyate//TS1302//

　　a ºtī{śvā}ādau TSP

ここでは、直接知覚の直後の認識には、通常（＝推理を必要とするよ

うな場合を除き）、付託の排除は存在しないとされている。したがっ

て、クマーリラの議論に続けて想定された反論に答える上では、直接

知覚に後続する知には、〈付託の排除〉が存在しないと答えることで

充分であった。

2.3. ダルマキールティの学説との比較

　シャーンタラクシタは、直接知覚の直後に生じる知──それは一般

に想起に基づく知ないし知覚判断とされる──には、〈付託の排除〉は

ないとされた。この点は、ダルマキールティの議論とは議論のレベル

に差があると言わなければならない。以下の議論を再度引用しよう。
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　　「もし、［色かたちなどの］あるものが知覚された場合にも、普遍

を対象とする概念知［が生じる。それは、］付託されない他の部

分がある場合に、それのみ（＝付託されない他の部分）を排除の

対象とする。」

　　kvacid dṛṣṭe ’pi yaj jñānaṃ sāmānyārthaṃ vikalpakam /  

　　asamāropitānyāṃśe tanmātrāpohagocaram //PV 1.48//

この議論では、概念知すべてに〈付託の排除〉の機能を認め、「語は

〈他の排除〉をなす」と述べたディグナーガの議論を敷衍しようとし

たことが窺えるものであった。シャーンタラクシタが、このようなダ

ルマキールティの〈付託の排除〉の議論を完全に受け継いでいたか

は、『真理綱要』における議論からでは十分に明らかではない。しか

しながら、ダルマキールティの解釈を受け継ぎ、語や推理の機能とし

て〈付託の排除〉を認め、議論に取り入れていることは、アポーハ論

の思想史的展開にとって重要と考えられる14）。

３．おわりに

　本稿では、仏教論理学派における〈付託の排除〉の議論について、

ダルマキールティの学説を確認し、それを受け継いでいるシャーンタ

ラクシタの議論を紹介し、比較を試みた。

　ダルマキールティが知覚に直属する確定知にも〈付託の排除〉の機

能を認め、概念知一般に対して〈付託の排除〉の議論を適用しようと

していたのに対し、シャーンタラクシタは、推理における〈付託の排

除〉の議論は認めつつも、少なくとも『真理綱要』においては、〈付託

の排除〉を概念知一般に拡張しようとする意図は認められなかった。

　しかしながら、アポーハ論の思想史において、ダルマキールティが

提示した概念知の機能としての〈付託の排除〉が、注釈者を除く後継

者にも受け継がれていた事実は重要であり、推理の機能として〈付託

の排除〉が、後代においても取り上げられていることが確認できたこ

とは有意義であった。今後は、ダルマキールティの学説をより詳細に
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検討するとともに、チベット撰述文献なども対象としたうえで、ダル

マキールティの〈付託の排除〉の議論がいかに解釈されたかを調査し

たい。

注

１） Cf. Frauwallner 1954.

２） Cf. PVSV 28,10‒11: yatra hy asya samāropo yathā sthiraḥ sātmaka iti vā na 
tatra bhede niścayo bhavati.

３） Cf. PV 1.40‒42: sarve bhāvāḥ svabhāvena svasvabhāvavyavasthiteḥ / 
svabhāvaparabhāvābhyāṃ yasmād vyāvṛttibhāginaḥ //40// tasmād yato 
yato arthānāṃ vyāvṛttis tannibandhanāḥ / jātibhedāḥ prakalpyante 
tadviśeṣāvagāhinaḥ //41// tasmād yo yena dharmeṇa viśeṣaḥ sampratīyate / na sa 
śakyas tato anyena tena bhinnā vyavasthitiḥ //42//

４） Cf. PV 1.43: ekasyārthasvabhāvasya pratyakṣasya sataḥ svayam / ko ’nyo na 
dṛṣṭo bhāgaḥ syād yaḥ pramāṇaiḥ parīkṣyate //43//

５） Cf. PV 1.46: vastugrahe ’numānāc ca dharmasyaikasya niścaye / 
sarvadharmagraho ’pohe nāyaṃ doṣaḥ prasajyate //46//

６） このような認識について、ドゥルヴェーカミシュラ（Durvekamiśra）
の説明は参考になるので、引用しておきたい。pratyakṣapṛṣṭhabhā vino 
niśacayasya pratyakṣagṛhīta eva pravṛttatayānatiśayādhānena yat tenādhyava si-
tam, tat pratyakṣeṇaivāvasitam iti bhāvaḥ. (DhPr 71, 22‒23）

７） ダルマキールティの付託の排除の議論については、中須賀2014に取り
上げられているほか、特に PV 1.48の解釈について、中須賀2015が、先行
研究や注釈者の議論も参照しつつ、詳細に解説しているので、参照された
い。本稿では、本詩節の詳細な議論には立ち入らず、注釈者カルナカゴー
ミンの理解に従うこととした。

８） 先行する部分も挙げておこう。Cf. PVṬ D63b5‒6: de’i phyir mthoṅ ba ’ga’ 
la ’aṅ źes bya ba la sogs pa smos te | gzugs la sogs pa mṅon sum du mthoṅ ba 
’ga’ la ’ang de’i rjes la ’byuṅ ba’i śes pa gaṅ yin pa spyi’i don źes bya ba ni spyi’i 
yul can te | de ñid kyi phyir rnam par rtog pa’o ||

９） Cf. PVṬ D63b6‒7: rnam pa gaṅ la gźan gyi cha ste | zla bo rnam pa sgro ma 
btags pa de ni gźan gyi cha sgro ma btags pa’o || de la ’jug pa de yaṅ de tsam sel 
ba’i spyod yul can cha sgro ma btags pa gaṅ yin pa de tsam gyi rnam par gcod 
pa’i yul can yin no ||

10） 本章については、服部1959による解説がある。また、シャーンタラク
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シタの自説部分については、Funayama1992による詳細な訳注研究がある
ので、参照されたい。

11） 当該箇所は、服部1959のほか、戸崎1991及び Taber 2005の翻訳と解説
があり、参照して有益であった。

12） Cf. TSP 475,23‒476,9: pravṛttasamāropavyavacchedenānumānasya prā mā-
ṇy aṃ, na tu punaḥ samāropaviṣayavyavacchedamātreṇa, smṛter api prā mā ṇya-
prasaṅgāt, na ca tat pratyakṣasamanantarabhāvino gauḥ śuklaś calatītyāder 
vikalpasya pravṛttasamāropanivāraṇam  asti, antarā samāropasyānutpannatvāt.

13） 筆者はこの箇所の読解に関し、「牛」、「白い」、「歩く」の語がそれぞれ
実体を表す語、属性を表す語、行為を表す語を示していると解したが、一
文として理解することとした。この点に関してご助言をいただいた桂紹隆
博士に感謝申し上げる。

14） シャーンタラクシタのアポーハ論については、Ishida 2011を参照されたい。
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